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す
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い
る

本
司
決
仁
詩

L
亡

多
く
の
z
止
法
仁
批
わ
っ

（同

F
2
5
t
は
次
の
よ
、
一
j

に
述
べ
工
い

八
一
条
が
川
刷
用
き
れ
る
限

L

ア
ケ

円、二什門リリ
F

悦
を
あ

の
割
心
l

八
刀
に
附
く
こ
と
台
、

こ
の
債
権
に
勺
い
て
恨
の
お
川
市
ヘ
カ
有

L
て
い
た
揺
す
い
は
消
滅
す
る

に
な
h

この山…ふりリ

ぺ〉札
hip－
考
え
る
L

一
で
間
収
も
豆
裂
で
あ
る

方
朽
続
人
の
割
当
分
に
思
円
か
れ
た
な
ら
、
位
ー
ヮ
梓

→7ン守託、こは；f匂遺fCJJ管却

ザ
制
人
は
こ
の
債
権
に
つ
い
て
も
立
γ
権
利
を
持
た
な
い

の
℃
、
総
ト
弓
相
続
人
が
遠
洋
共
有
巾
γ一
治
権
の
持
分
相
当
役
を
第
二
者
に
訟

ど
い
た
と
し
て
ら
、
一
認
で
rf八
日
同
他
方
畑
紙
人
か
ら
権
利
を
本
ね
で
き
な
い
～
｝
と
に
な
り
、

そ
れ
山
え
、
一
億
株
い
つ
え
弁
泌
請
求

を
な
す
こ
と
と
債
権
を
お
ず
波
す
る
こ
と

一O
条
♂
解
釈
に
闘
〕
て
は
、
「

ヘ
パ
一
一
粂
山
丈
一
斉
で
一
4
3
μ
て
い
る
限

~0 

で
島
内
、
持
分
相
勺
刷
出
の
弁
済
請
求
v
J
C
K
る
と
の
『
止
（
一
は
は
弁
済
請
求
〆
す
か
℃
き
な
し
と
い
う
雪
山

φ
t
あ
る
そ
れ
ゆ
一

二
（
）
条
の
週
以
！
を
制
阪
す
る
A
判
決
の
判
断
は
手
、
か
で
あ
る
c

も

。
札
九
／
一
ヘ
ム
一
条
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
実
務
こ
裁

二
心
開
紅
初
め
の
民
渋
学
者
hv
ピ
タ
ン

」
ま
れ
～

判
所
は
八

久
司
会
優

K
L、
伝
族
分
割
の
原
則
を
円
取
れ
限
に
消
小
〕
て
」
お
什
、

一
二
（
｛
条
は
「
与
相
続
人
の
倍
説
者
に
対
す
必 ~ 

（臥ノ，it・IJ:;0 ・1 132) :0: r:•ouc.•1.' 



一三

肌

氾
及
梧
の
み
を
対
象
1
y

し
て
い
る

と
い
う
v

さ
ら

γ
、
「
十
八
山
円
相
続
人
間
山
間
t

内
じ
つ
い
亡
は
八
一
二
条
及
び
八
八
一
条
の
み
が
い
胤

定
、
二
、
お
り
、
そ
の
花
束
、
道
月
H
ハ
右
中
に
、
共
同
州
絞
人
の
人
が
債
権
の
一
却
を
譲
渡
？
〕
て
も
、

｝

h
川
J

レl
h

h

I

斗＇＂

分
割
の
洲
一
世
効
に
よ
っ
て
川
市
滅
す
る
か
ら
」
足
溢
分
割
に
よ
っ
て
債
権
号
制
リ
レ
ー
て
ら
れ
た
相
絞
人
に
対
？
二
ー
は
伺
の
効
力
も
バ
ー
に
な

.. 

べ
、
本
判
決
を
引
用
す
〕
て
い

こ
の
｝
て
つ
れ
ー
か。

ボ

ゥ

r

、ぃ

一
一
一
心
条
を
造
方
共
右
J

の
弁
済
品
市
川
引
の
み
の
遇
巨
い
に
阪
む
寸
ゐ
考
夕
、
方
は
、
今
ヨ
で
は
判
例

l
強
斗
す
る
に

3
）
貨
準
に
付
す
た
U
H
4
八
行
為

前川叫
i

m

l

山ヘパン九

nf川
叶
仇
に
よ
り

。
条
が
、
浩
一
昨
L
六
向
山
T
り
今
桁
続
人
に
渋
F

礁
の
相
続
分
印
ψ
J般
に
つ
き
弁
済
請
求
を
な

L

州ハ
J

る
り
」
惟
阪
を
川
リ
H
J
L
れ1
規

tι
で
あ
る
こ
レ
ど
が
分
か
っ
た
c

は
最
近
の

。
粂
の
日
間
は
、
が
続
人
の
債
権
問
山
川
し
に

は
ご
の
考
え
を
支
持
1
て
お
り
、
次
の
よ
J
に
一
品
川
引
き
れ
て
い

債
読
者
的
弁
済
を
む
易
に
す
る
こ
1
y

に
あ
る
ν

債
格
、
む
川
相
昨
分
割
ま
と
は
追
産
十
ハ
右
目

あ
る
刀
ら
、
本
米
で
あ
れ
ば
、
共
有
財

ザ
の
持
l

埋
を
川
ほ
作
す
る
規
定
、
す
を
恥
色
、
管
理
行
為
に
は
眼
目
別
し
一
し
ず
十
八
い
円
相
続
人
九
円
日
の
山
内
む
を
史
す
る
と
い
う
規
定
（
八
一
丘

丸
木
の
一
戸
市

仁
淀
号
、
ノ
こ
？
と
に
な
る
u

、
〆
点
、
六
債
権
同
収
に
八
ヱ
同
町
同
意
を
要
求
す
る
L

、
相
以
人
山
人
が
一
品
情

r一
同
窓
む
な

さ
な
い
と
い
っ

γ
け
で
債
権
回
収
が
ゆ
る
お
そ
れ
が
為
る
つ
ま
た
、
ん
し
は
務
者
に
し
r
っ
て
も
、
出

m
u
k
人
測
に
ん
エ
マ
閉
山
川
き
が
な
け
れ
ば
他

め
相
続
人
】
刀
ら
エ
市
ね
亡
古
河
凡
人
え
一
パ
ス
け
る
川
ツ
ポ
性
が
残
り

一
一
三
打
払
い
の
危
険
之
政
け
る
た
め
に
は

弁
済
に
あ
た
〉
て
相
続
人
測
に
全

同
日
の
同
立
が
あ
る
こ
ζ

を
探
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
主
、
＼
一
」
の
よ
う
な
不
位
性
を
州
法
j
る
と
め
、
三
二
一
リ
券
、
は
、
父
n相
続
人
に

信
将
ー
の
相
続
分
に
一
ツ
き
J
H
独
r
v
H通
す
分
権
限
を
い
何
日
L
、
位
訟
の
管
川
崎
を
げ
は
ハ
コ
川
憎
品
川
人
九
日
、
の
司
告
の
間
以
則
か
ら
免
れ
き
三
て
い

（：；~ノい去 f) 'iG ［↑ :311 ll'、•0 :::ocG.11 



る

－P

埋
熔
ち
れ
て
い

債
権

E
M刊
は
で
き
る
だ
け
平
問
に
な
す
べ
会
〉
い
う
袋
詰
ヤ
い
え
た
、

菅
川
崎
れ
為
の
判

一（一リ名古
M

、

別
の
規
｛
記
だ
と
ん
日
置
v
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
一
一
一
口
条
に
よ
り
、
各
相
伝
人
は
、
債
悼
の
、
っ
ち
白
己
の
姻
絞
分
に
山
じ
た
額
の
弁
済
誌
止
を
な
す
こ
レ
し
が
で
さ
る
代

L

の
こ
？
y
k

は
、
各
相
続
人
が
、
日
己
の
相
同
町
分
を
問
、
X
J
｝
績
に
つ
い
て
は
弁
↑
ぷ
万
人
二
J

え
な
い
こ
一
も
意
味
’
二
、
ぃ

一一d
J

、I
，J｝
」

は
信
徒
の
待
問
一
行
為
に
つ
い
ど
九
員
同
な
の
原
則
の
適
応
を
排
除
ず
る
趣
己
一
ハ
で
あ
ゐ
t

管
制
町
行
為
の

こ
は
、
九
閉
山
同
志
の
原
則
以

外
に
一
り
い
て
山
止
め
る
規
定
も
あ
り
、
干
の
に
う
な
規
定
の
池
民
主
で
も
抗
除
1
る
越
旨
ご
は
な
し
」
管
珂
P
T
Aに
闘
し
て
は
、
令
口
同

百
の
以
則
の
他
、
。
仰
い
枕
九
九
Z

いH
の一一八責任に

T
り
州
統
人
の
一
人
ト
1
J

管
法
行
列
司
令
一
な

t
こ
と
も
一
町
設
で
あ
る

八
一

h
oず
の
二
仕
事

去
）
、
～
川
」
共
同
一
伊
続
人
の
一
人
が
む
湾
に
あ
わ
り
、
池
の

が
そ
れ
を
貯
り
つ
つ
異
議
巾
立
を
な
き
会
い
場
台
に
は
駄
d

一
ボ
引
委
汀

が
あ
っ
た
と
き
れ
る

五
条
の
一
第
一
望
、
必
桁
絞
A
、
の
人
が
怠
円
以
を
表
明
で
き
な
い
場
合
に
は
、
仙
の
若
が
裁
可
所
か
ら

の同校
p
確
に
よ
り
そ
の
者
を
代
町
内
ず
る
こ
レ
ど
が

4
能
と
あ
る

｝＼ 

1翼

よ
君
、
1

r式

1hl〉
え
を
が
な
く
｛

t
車十一
J
ノ

u
b
1示
前
壮
一
千
d

d

一
i

条
の
川
μ
心

そ
の
代
刑
判
行
為
は
辛
務
管
坪
と
さ
れ
得
る

｛八一

I
仏
条
の
』
第
二
項
）
、
⑤
あ
る
和
続
人
が
河
z

円
い
を
な
ヨ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
共
通
の
利
掠

→7ン守託、こは；f匂遺fCJJ管却

が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
場
合
↑
山
、
そ
の
者
の
い
門
前
い
を
必
要
と
よ
9
る
行
A
Y乞
単
独
で
な
ま
こ
と
や
、
裁
判
所
に
許
可
し
て
も
ら
う
こ
1
y

八
エ
ド
（
の
同
意
が
擬
制
さ
れ
る
上
う
な
場
ム
ー
に
と
4

日
用
行
為
が
ム
U
刈
1
y

ふ
可
能
で
あ
ゐ

わ
円
条
の
立
第
一
攻
〕

L
Y

のい服
i

な
る
こ
と
が
訟
め
ら
札
て
乙
心
「
こ
の
よ
つ
な
規
定
に
従
よ
f
m
K
り
は
、
相
以
人
山

人
が
債
権
問
収
に
あ
た
る
こ
と
が
認
昨
ら

ιる
こ

と
に
と
る
v

と
り
わ
け
、
伝
統
書
の
去
、
々
決
践
が
忠
化
、
債
権
一
川
収
に
緊
志
村
い
が
あ
る
場
公
に
は
、
相
絞
人
♂

一
人
に
よ
る
干
伎
で

め
信
徒
の
特
訓
同
一
が
L
t

早
川
正
に
な
る
で
あ
ろ
よ

() 

4辛
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ll 

可
分
債
権
と
泣
丘
分
割

一三

肌斗＇＂

i
yト
よ
り

吋
分
債
権
の
管
問
桧
刊
紙
が
各
相
続
人
に
相
続
分
に
出
じ
て
分
判
さ
札
る
こ
と
が
汚
か
っ
丈
〈
に
可
分
債
権
比
な
お
遺
産
を

情
成
斗
i
y

る
財
産
で
、
遺
並
分
割
の
対
象
に
な
る
造
涯
分
割
て
は
、
債
権
を
特
に
の
相
続
人
に
割
り
当
一
、
？
？

γ
一
が
で
き
る

日
ご
士
、

V

1

h

 

法
洋
共
有
川
に
工
む
い
を
受
け
た
相
続
人
と
、
遺
産
分
却
で
債
権
ゃ
割
り
れ
て
ら
れ
る
相
続
人
ー
の
闘
で
と
の

k
－
p
h
d
調
笠
が
な
さ
れ
る

の
か
を
切
り
か
に
し
人
｜
で

F
l
、

の
（
い
い
一
九
年
の
件
、
作
で
～
」
の
当
が
よ
り
川
町
確
に
さ
れ
ん
こ
と
を
紹
介
す
心

7
〉

J

d

ぷ、コ、

！、

J
7
J

、

2
一

厄
件
共
有
い
に
な
さ
れ
た
弁
ト
凶
の
幼
々
が
、
造
法
分
割
の
遡
及
f

刈
に
ロ
り
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
が
主
ず
問
一
世
と
な
る
。

γか
〆
、
仁

あ
る
い
指
紋
人
の
行
為
か
ら
悦
の
お
什
続
人
を
院
認
す
ゐ
場
面
て
の
み
刷
用
さ
れ
る
」

づ
ノ
ラ
ン
ス
の
逃
及
効
は
遣
選
共
有
中
に
企
コ
れ
る

の
で
、
川
市
政
共
右
中
町
省
内
引
規
定
に
従
う
行
為
に
は
説
及
効
が
は
戊
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

川
一

様
で
あ

。
条
に
υ
r
t
J
〈
片
山
権
可
以
も
司

（

l
＼
債
務
の
持
反

L

各
畑
続
人
は
透
桂
川
共
有
巾
畑
続
分
に
ー
ト
ビ
ご
円
相
格
川
出
収
を
お
こ
な
う
権
限
を
持
ち
、
支
y
仏
い
を
受
け
る
ニ
シ
が
で
き
る
〔
し
か
し
、

谷
川
刊
紙
人
が
債
権
に
い
い
叫
す
る
完
全
な
権
問
刊
か
持
三
｛
ふ
る
わ
け

F
は
な
a

＼

債
権
は
追
訴
分
割
の
刻
字
ん
と
な
る
の
で
、

相
続
人
が
債
格

回
収
に
よ

η
受
領
し
た
人
命
枠
内
も

η十
一
む
に
あ
る
し
Y

一同日
I
V

え
と
も
、

7-
」

σ、

、ノムハ，
J
N
L
γ
A
W

九
ー
ホ
ミ
ハ

グ
i¢

ぴ
戸

J
t

ず
し

谷
相
続
人
が
噴
珪
共
布
η
に
受
領
3

4

～
金
伎
は
、
あ
く
ま
で
も
造
河
を
構
成
す
ゐ
財
弁
の
ー
凶
で
あ
る
c
遺
産
分
割
の
際
に
は
ま
ず
、

叩
坦
斗
寸
分
割
の
対
象
一
な
る
財
ャ
沖
が
形
成
さ
れ
る
が
、

ノ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
相
続
人
が
遣
が
を
構
成

T
る
山
川
単
を
桂
い
い
っ
て
い
一
心
場
合
、
そ

の
肘
f

悼
会
一
遺
産
に
忍
遺
】
な
け
れ
ば
な
ゐ
り
な
い
と
考
、
ス

そ
〕
て
、
こ
の
こ
と
を
八
二
九
条
が
作
共
司
相
続
人
は
－
ム
、
の
話
が

（：；~ノい去 f) 'iG ［↑ : 3引 ll'、＇8:::ocG 



日
っ
て
い
る
金
銭
を
討
バ
佳
作
に
は
什
2

り
民
宇
一
1

片
山
め
〈
い

み
学
二
戸
四
時
命
的
什
民
し

RJ℃
℃
つ
吋
戸
（
戸
内
m戸

と
阿
川
ば
れ
る

債
務
の
凶
作
炭

ν
は
一
必
米
、
川
町
絞
人
の
絞
柑
絞
人
に
対
す
ゐ
債
務
の
み
を
対
象
L

レ
て
い

伝
祐
吉
ご
あ
ふ
根
川
vv払
l

入
、
か
死
v
」
す
み

と
、
債
権
者
は
、

h
H務
苫
ん
る
川
刊
紙
人
を
人
H
め
た
共
同
川
刊
紙
人
全
日
に
な
る
什
債
務
区
で
も
あ
る
相
伝
人

A
L〈
、
他
の
相
続
人

B

権
主
に
な
っ
允
i
f

じ
よ
う
に

A
が
こ
の
依
務
を

A

E
に
対
？
て
弁
済
す
る
こ
、

E
の
H
U
分
の
み

へ
九
の
桂
い
ハ
分
に
つ
い
て
は
利
殺
さ
れ
、

を
E
に
T
K
い
仏
つ
こ
と
に
な
り

E
は
A
の
他
の
債
権
ア
r

！
と
競
合
証
、

の
場
合
、

入
山
持
ハ
刀
仁
つ
い
一
f

、
は
相
殺
が
れ
る
の
に
、

i¥ 

分
ヘ
ふ
弁
済
や
1
1
h
つ
れ
な
い
干
」
と
に
な
る
J

し
か
し
、

へ
が
債
総
会
一
片
付
ち
民
ー
な
与
は
、
債
権
ー
が
泣
疋
じ
れ
靴
み
込
ま
れ
、
そ
の
ム
円
計
シ

A
と

B
に
分
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
υ

た
と
え

A
が
’
川
百
円
台
リ
に
な
れ
リ
、

ー
が
債
務
ム
γ
持
ち
尽
な
な
い
と

ν
d
f
u
、
そ
れ
を
負
担
す
る
の

は
A
－

B
ど
も
で
あ
る
。
弁
済
で
は
な
く
、
片
河
川

L
を
お
こ
な

2
と
－
、
七
続
人
一
同
の
ポ
ア
件
十
チ
川
凶
る
一
」
と
が
で
さ
る
n

ハ
ユ
元
同
町
川
ん
に
は

B
は
A
の
仰
の
ん
品
川
権
者
に
ほ
問
先
し
て
が
治
チ
受
け
る
こ
ζ

が
で
さ
る
。

北川市門

7ム
却
の
一
じ
は
な
く
持
仁
J

灰
す
こ
レ
ど
で
也
の
が
続
人
に
優
先
弁
済
を
一
安
げ
さ
せ
、

H
F
続
人
慌
の
川
l
寺
合
刈

h
得
る
の
は
、
担
任
続
人

の
ド
忠
臣
に
対
ヲ
ヲ
必
債
務
に
つ
一
い
〈
も
同
様
で
あ
る
に
そ
れ
ゆ
え
、

l

f

、

F
え
は

め
る
相
続
人
が
造
断
の
管
逝
を
怠
h
、
山
町
古

l
u
t
、

北
＋
1
作
w
v
j
i
f
k

→7ン守託、こは；f匂遺fCJJ管却

を
生
せ
し
め

：
j

い
rk
、
ニ
山
相
続
人
の
迫
監
に
4

列
す
る
読
ん
h
賠
悩
債
務
は
、
川
坦
斥
ぷ
J

割
時
に
は
ち
（
い
比
さ
れ
る
べ
き
だ
一
と
し

桐
絞
人
の
山
組
内
に
対
す
る
伯
作
坊
は

山
豆
町
共
有
中
に
は
弁
済
請
求
を
受
け
ず
、
山
込
応
分
割
手
続
誌
が
終
了
す
る
ま
で
に
沼
減

て
し、

時
効
に
か
か
る
こ
と
も
な
く
、
持
一
以
？
戸
い
う
遺
蛍
分
割
手
続
主
的
対
象
？
と
す
べ
九

f
」
と
〕
て
い

そ？

τ一
＼
沼
産
を
病
以
？
↑
い
る
叶
分
債
権
に
コ

U

て
も
、

一
。
粂
に
法
っ
き

1
山
砲
注
分
割
前
に
債
務
壱
か
ら
債
権
の
？
一

Jr－一昨

相
続
分
に
一
～
戸
弁
治
を
受
リ
た
共
同
相
続
人
は
、
「
他
の
共
同
相
続
人
を
害
？
〆
て
遺
キ
に
お
け
る
洲
佐
を
処
分
寸
る
こ
と
は
で
き
づ
」
、

－
A
万
治
を
受
け
み
／
こ

fv
現
物
で
の
註
h
M吋
1

又
は
十
汀
引
き
の
ん
4

次
に
よ
っ
て
へ
他
の
共
同
相
続
人
、
に

な
け
れ
は
去
ら
オ

F

）の
F

）
と
は
一
、
で
述
、
と
民
投
院
一
九
心
九
年
判
決
か
h
J
4
ぺ
論
的
に
専
か
れ
る
こ
さ
れ
て
い

（臥ノ，it・'?J;;5 '1 13'1) 10Y [:10GG.c1.1 
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肌

持
民
じ
の
ん
い
い

斗＇＂

山
現
示
日
ハ
ん
竹
中
に
杯
初
日
私
人
？
？
受
領
し
た
全
伎
は
、
法
一
片
分
割
暗
に
持
炭
し
の
お
ず
象
と
な
る
ご
と
が
わ
か
っ
た
の
次
に
そ
の
ね
民
し
が

フ
ラ
／
ス
「
t
＋
仏
典
は
信
一
誇
の
み
な
ら
ず
踏
と
J

も
品
川
一
民
し
の
対
象
と
し
て
い
ぬ
け
、

ど
の
」
λ
J
に
な
さ
れ
る
の
か
か
問
題
1
h
k
る
υ

古
川
茂
、
〕
に
つ
い
て
は
、
時
I

J

さ
れ
た
金
銭
で
別
の
貯
単
を
獲
得
し
た
場
合
、
持
叫
げ
の
績
は
獲
得
、
〕
た
財
単
の
遺
性
分
割
時
の
仇
他
て

↓
前
泊
さ
れ
る

い
つ
い
て
も
同
ね
に
yfJ
え
ら
れ
ゐ
？
か
が
問
題
と
仕
る
い
ー
れ
ゆ
え
、
次
に
、
債
務

の
持
一
民
ー
に
九
八
九
九
条
な
川
用
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し

fJ仮
設
院
第
一
民
事
部
一
九
九
阿
年
ハ
月
九
戸
判
決
を
思
村
に
、
依
務
の

八
7

ハ
九
条
）
が
、
債
務
の
お

持
F
A
し
の
ト
刀
庁
、
を
明
り
か
に
ナ
ノ
る
。

｛
事
業
の
械
受
｝

パ
人
え
と
弓

B
心
的
に
は
、
p

十
じ
と
子
X
が
い
に
。

仁
は
抗
」
／
｝
賊
入

rJる
に
忠
之
り
、
ヲ
「

フ

E
：？－

5

3

y

什
J
i
tド

張
h
r

山
さ
れ
ん
」
小
切
子
で
支
払
っ
た
乙
モ
の
淡

扶
…
了
Y
の
み
で
あ
】
I
G〈

X
は

Y
に
対
し
＼

手こ
B
は
死
亡
乙
そ
の
欽

l
q仙
波
に
じ
も
化
T
L
し
に
じ
r
d
t
k

わ
が
続
人
以
認
知
し
た
！
一

A
B
mト4
の
た
叫
州
γ

立
し
高
対
区
及
び
ゃ
汁
い
刊
紙
対
伴
の
治
算
防
人
ひ
分
割
を
な
FJ
ご
と

八
人
ル
似
打

心
さ
れ
た
小
切
J
心
代
金
主
相
続
財
定
休
に
持
h
n比
す
こ
と
を
出
水
し
に

｛判
f

一日｝

八
六
九
条
は
専
ら
対
J

C
持
一
反

L
に
沼
「
る
川
崎
定
で
丸
打
、

}¥ 

九
条
に
ρ
止
め
ら
れ
た
円
相
務
心
持
民
し
に
は
、
曜
日
川
大
れ

な
い
q

八
一
凡
条
は
弁
済
の
手
段
で
し
か
広
い
た
だ
し
、

へ
持
一
民
し
の
債
校
名
允
る
引
ハ
同
相
絞
人
は
な
う
一
問
、
債
務
の
弁
済
Jt
♂
止
が

〈
、
草
何
？
い
た
に
よ
る
持
一
以
し
す
な
わ
ち
相
絞
分
へ
の
充
当
へ

E
4
d
z
g
R
H

よ
る
持
一
院
し
を
必
ず
義
務
を
負
担
つ
ι」

ぶ
れ
は
、
相
続
人
で
あ
る
了
が
け
内
相
続
人
て
あ
る
父
に
対
）
て
品
目
つ
亡
レ
る
合
法
債
務
長
一
世
ハ
ム
ワ
叫
す
事
案
で
あ
る
「
ぶ
件
は

い
と
ナ
ザ
一
十
小

L
一にい

ま
ず
、
贈
与
の
持
一

ν、L
に
迎
用
さ
れ
る

で
え
…
妓
7
5
利いい［
γ
／
た
は
吻
ム
円
に
は
で
の
印
伯
hr
一
中
山
苛
分
割 0 

（：；~ノい去 f) 'iG ［↑ : 3只1ll'、引l:::ocG. 11 
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叫
に
再
引
い

1
る
と
の
規
定

ハ
九
条
）
）
山
、
債
務
店
持
一
民
1
一
に
は
透
川
さ
れ
な
い
と
い
う
J

相
続
人
は
被
相
続
人
又
は
近
応
に
対

し
て
れ
う
俗
務
の
ん
市
街
ヲ
げ
の
y
R
U
J
Y
N？
h
一
炭
山
「
ば
よ
い
こ
と
に
た
一
る
。
次
に
、
そ
の
持
民
し
の
方
伝
は

一
よ
る
持
民
し
の

う
ち
相
伝
分
へ
の

「宇
J

勺

心
方
怯
に
よ
り
注
さ
れ
る
と
い
う
。
充
当
と
は
、
持
ち
↓
只
寸
父
し
了
引
涼
の
ん
加
佐
ど
、
持
FA
し
義
務
JY白一つ一

1
7

～
相
続
人
の
割
当
分
に
充
て
る
こ
と
を
い
う

北
れ
ら
一
沢
寸
べ
き
財
産
の
制
μ
加
を
い
っ
た
ん
貯
内
体
い
以
、
三
遣
が
分
割
に
可
号
令
財
産
の

分
配
で
、
そ
の
A
2
7
一
年
川
設
相
続
人
に
以
得
さ
せ
る
と
い
う
過
戸
主
、
簡
単
に

L
て
い
る

t
一μ
乙
る
つ

本
判
決
か
ら
、
あ
る
相
続
人
が
法
定
共
在
中
に
一
日
一
庁
債
拾
の
憎
続
分
相
川
内
衛
を
弁
済
白
川
小
し
、
依
務
討
か
り
ふ
ず
絞
t
Z
4

受
領
1

〆
た
ぬ
令
、

そ
の
金
銭
の
九
仰
が
、
ー
店
法
分
吋
即
時
に
v汁
つ
］
民
さ
れ
な
け
れ
ば
な
L

な
い
が
、
持
V
山
｝
ノ
は
允
山
ヨ
の
方
法
に
仇
つ
て
な
さ
れ
る
の
と
、

に
は
、
白
山
続
分
に
充
て
ら
れ
、

rJ分
り
も
の
と
な
る
こ
こ
が
わ
か
る
口
実
際
に
は
、

f
l
房
長
十
什
中
に
金
銭
を
そ
領
し
た
作
続
人
は
そ
の

金
銭
を
白
山
に
利
用
す
る
、
了
こ
が
で
き
Q
乙
と
に
な
る
n

3
一

0
0！
ハ
年
の
法
注
に
よ
る
改
正

→7ン守託、こは；f匂遺fCJJ管却

ゐ
〈

U
C！
会
一
の
」
広
汁
で
は
、
可
分
伝
住
に
つ
い
て
、
正
ず
、

べ
ん
剖
ι利
象
と
川
ぜ
ん
や
山
川
政
体
は
、

相
続
陀
始
時
に
存

L

rJ条
が

又
は
、

メ
の
羽
J
4
町
に
リ
叫
す
る
取
れ
実
l
L
同
様
に
、

T
C
財
産
に
物
十
代
付
し
た
刻
昨
夜
び
州
内
旧
市
川
収
入
mv
死
【
）
を
店
内
山
間
に
処
分
さ

た
討
町
、

れ
な
か
っ
た
制
定
や
L

台
U

と
規
定
し
て
い
る
｝
が
条
に
よ
り
法
廷
八
7
J
割
の
対
象
と
な
る
財
岸
体
に
円
①
相
絞
開
始
時
14

に
寸
f

二
一
則

UA又
は
そ
の
代
出
羽
説
、
一
②
心
り
財
産
か
っ
H
1
じ
た
F
イ
長
、
③
持
炭
し
又
は
い
同
殺
H

よ
る
酒
値
、
必
紋
相
絞
人
止
は
共
有
剥
廷
に
い
R
F

可
分
依
権
に
つ
い
て
目

る
相
続
人
の
債
務

2r
ま
れ
る

判
怖
が

一（
U
条
と
一
八
八
一
条
主
一
同
J
一
さ
せ

t
い
る
h

と
な
希
同
に
、

i五 i室
経内ミ
ヒ」与
し千7

Uうそ
主主 の
体力、
Jご治
手た 、己

主 l

才L 受
。領

＇~才L
吉L 亡
印j
に士 ふ

まし し、
てよ量
, , {r 

る7 に

こ｛主
こiを
)]' ' 

相
続
人
が
受
領
し
た
場
合
に
は

f
の
相
続
人
、
に
対
オ
る

川
分
債
権
が
わ
国
可
共
buj一
に

4
反
さ
れ
た
か
1

と
う
か
を
間

才
人
～
抗
日
引

（臥ノ，it・IJ:;0 ・1 139) ＇υ、：1[:'OGG.' l.' 
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肌

わ
ず
、
法
応
分
割
む
い
川
象
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
リ
三
た
、
込
断
注
ハ
白
中
に
例
代
祝
人
が
債
権
の

F
収
に
み
や
す
れ
つ

コ；一、

t

〆一
LvlI

「じ

JY4可
ー
は
、
相
絞
人
心
遣
並
に
も
ョ
寸
る
任
務
と
し
て
持
一
民
し
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
が
、

二
0
0ムハノ？

は
、
川
坦
斗
芹
の
旧
制
約
人

じっ
共
有
分
害4

者
は
：且
11' 

配
お

（＇＇~i詰 ＇f! :iG IJ ：川） I〔円以QCG

斗＇＂

れ
4T
る
債
権
と
弘
メ
一
凶
さ
れ
円
て
の
倍
桜
が
足
溢
分
割
一
り
対
象
に
怠
る
と
3
れ
7
、
い
る
一
、

2
も
わ
か
る
べ
V

ま
た
、
債
務
の
桂
い
い
以
し
も
坪
抑
炉
、
）
や
す
し
条
文
に
々
ー
上
犬
、
れ
た
三
す
ん
dhv
ち
、
こ
れ
ー
で
は
八

k
h告
で
矧
勾
J

の
古
川
茂
、
ど
」
作
列
的

に
荒
r

に
さ
れ
て
い

「
依
婚
の
持
号
、
〕
と
蛤
J

J

の
持
域
L
は
大
昔
、
く
異
な
り
、
町
出
で
J

の
立
足
、
J

は
遺
ヶ
ル
分
郊
の
対
象
と
な
る
貯
J
r

作
を
形
成
一
コ
r

，G
遣
詮
分
割
前
の
子
ぬ
き
で
あ
る
か
、
佐
治
C
J汀
一
院
し
は
、
遺
産
に
ん
止
ま
れ
る
債
権
を
：
什
洪
し
債
務
有
に
割
り
当
て
る
こ

と
ど
あ
り
、
遣
の
川
庁
前
手
続
き
に
机
な
L

な
い

0) 

祈
八
六
判
条
で
は
法
ギ
分
割
の
対
象
と
な
る
防
援
体
に
、
げ
は
ハ
ホ
引
分
割
話
mu

人
に
対
一
9
る
債
権
内
I

含
ま
れ
γ
Q
場
合
、
－
訟
限
が
司
一
米
）
〆
て
川
る
か
r
h
行
か
に
か
か
わ
ら
一
す
、

川
町
長
体
に
へ
円
ま
れ
る
そ
の
権
利
一
心
限
度
明
、
中
J
M債
権
を
割
以
け
当
て
ら
れ
る
l

ど
ゴ
ハ
れ
て
い
る
u

桔
続
人
か
ι尾
監
に
債
務
や
色
川
つ
℃
い

る
場
合
、
遺
産
に
は
本
続
人
に
川
け
す
る
伯
濯
が
ゆ

hZ2こ
と
に
な
る
乙
そ
の
よ
う
な
債
裕
一
九
三
車
＃
分
割
ア
続
き
の
中
で
当
方
作
続
人
に
剖

い
り
当
て
る
と
た
っ
込
町
を
お
ご
な
う
こ
と
に
な
る
（
改
止
削
は
相
続
人
の
遺
産
に
汁
「
】
ゐ
債
務
と
し
と
捉
え
に
い
た
と
こ
ろ
を
、

の
相
続
人
に
対
f
るい民同棲
1

」
捉
え
る
k
う
に
制
点
ど
変
え
チ
よ
い
ブ
つ
は
、

ー
条
と
い
川
桧
亡
あ
る

以
の
こ
と
か
ら
、
可
分
債
権
の
桐
紋
は
次
む
よ
う
に

こ
と
に
な
る
わ
可
分
債
桧
は
追
疋
共
右
中
メ
の
営
店
内
権
限
、
が
各
桐

に
分
割
さ
れ
る
υ

梓
川
刊
紙
人
は
相
絞
分
に
い
】
ν

て
rHル
二
弁
済
誌
h
k
r
る
古
」
？
や
で
き
る

ま
こ

包
円
（
U
規
定
に
い
二
日
三
J

限

り
、
旧
市
絞
人
心
人
が
債
権
〈
l

紛
（
け
一
日
収
に
あ
ん
る
こ
？
と
も
可
能
で
あ
る
し
法
一
対
引
ハ
有
咋
に
債
権
同
収
が
h
む
さ
れ
L

に
か
ど
う
か
に
か
か

伝
権
ば
遺
骨
分
割
の
け
け
象
に
な
る
ν

遺
産
分
割
で
は
、
債
仲
仕
の
h

、
ノ
ふ
り
一
凶
一
パ
さ
れ
ど
初
は
、

情
附
悦
凶
収
ピ
あ
た

77一
利
絞
人
の

相
続
分
に
烹
当
さ
れ
、
凶
以
さ
れ
な
か
っ

慎
権
む
し
）
て
相
続
人
の
い
ず
れ
か
に

る
こ
乙
い
t
J

ゆる
c

近－
r
－
r

】LVP
、
凶
川
話
ど
も
町
民
は
、
ー
化
続
財
保

1

〆
r
A

前
〕
て
、
一
政
相
続
人
均
一
ら
司
令
品
交
刊
に
用
レ

ロ」一向
ι
、一一
u
A

ヘー
H
l八
U
U
日吋円い
b

コハ



法
解
択
一
ピ
ミ

f
l
w
i

一
ん
パ
ム
九
）
一

f

古
川
い
士
宮
と
防
車
久
雄
l

叶
版
注
引
パ
法
一
六
）
但
絞
一
一
、
」
六
ヘ
i
J

貝
、

U
ハ汗正男］

ハ
口
－
民
生
古
〈
J

巻

サ

ニ

丸

、

比

叩

4
4
成

〈

u
t一
司
ハ
山

H
判
汚

民
主
力
巻
六
サ
七
九
二
片
取
川
附
何
一
八
ヰ
月
一
一
一
戸
川
八
集

t
さ

5
一
一
川
点
、
最
判
附
和
五

親
い
甘
い
相
紘
一

十勺北九咽刈、

九
円
子
、
民

H
O
Iハ
条
以
ド
l

勾
山
J
E

九八庁向一
J
U呪
定
で
便
わ
れ
て
ー
A
V

－
rぃJ
位
問
、
九
九
一
」
心
否
問

τ

内

景
山
、
γ

収
へ
汗

τバ一

＼
勺
l

；

＼

＼

1

r
y
V

「
／
／
／
「

取
判
日
和
二
ロ
イ
行
月

ノ｜

月
〕
日
］
早
川
史

九
古
一
戸
一
口
勺

てTi

百
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